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デジタル・ガバメントの推進について



■前回ＷＧで課題とされた事項への対応

経済社会全体のデジタル化を目指す動きが本格化する中で、中小企業の活力向上・生産
性向上に裨益するデジタル・ガバメントを推進する。

１．行政手続のオンライン化やワンストップ・ワンスオンリー化など取組を加速

• 中小企業の利便性向上等につながるよう、原則として対面や押印の不要化、申
請書類の可能な限りの縮減、法人データ連携基盤（Gビズコネクト）による情
報連携等を加速。
— ミラサポplusを活用して、各種電子申請システムとの連携による環境整備を行い
ながら、申請手続等のワンスオンリー化を進めていく。

— 建設業許可の電子申請化など関係手続のリモート化を進める。（WG3で議論中）

• デジタル技術の活用を前提とした書面・対面規制や業規制の見直し、技術進捗
に対応した迅速・柔軟な規制体系への転換など、デジタル時代に向けて、重点
的な見直し事項を定めて、規制・制度の見直しを行う
— 押印についてのQ＆A（押印に関する民事基本法上の規定の意味や、押印を
廃止した場合の懸念点に応える考え方等）を示す。

— クラウド型の電子署名について、電子署名法２条及び３条の効力が及ぶこと
について明らかにする。
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